
JP 4275219 B2 2009.6.10

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パチンコ遊技を実行するための遊技実行機構と、
　前記遊技実行機構からの指示を受けると、抽選の実行、抽選結果の表示、および、当た
り時の特別価値発生状態実現の各処理を行なう抽選遊技システムとを備えるパチンコ機に
おいて、
　前記遊技実行機構は、
　パチンコ遊技において、特定の条件が満たされると、前記抽選遊技システムに対して抽
選始動指示を出力する抽選始動指示手段と、
　前記特別の価値発生状態を生じさせるため、前記抽選結果が当りであった場合は所定時
間内に一定回数だけ開閉を繰り返す特別入賞機構とを有し、
　前記抽選遊技システムは、
　前記始動指示を受けて抽選を実行し、通常の当たり、特別の当たり、および、外れのう
ちいずれかに属する抽選結果を決定する抽選実行手段と、
　画像表示を行なうための表示手段と、
　前記表示手段に、それぞれの表示箇所に図柄を表示するｍ行×ｎ列の表示箇所を有し、
各表示箇所において図柄を変化させて表示する動的表示を行わせ、かつ、前記抽選結果に
応じて前記動的表示を停止させて静的表示とする制御を行う表示制御手段と、
　前記抽選結果が当たりおよび特別の当たりの場合、それぞれに対応して前記特別入賞機
構を特別の価値発生状態とする制御を行なう特別入賞制御手段とを備え、
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　前記特別入賞制御手段は、前記抽選結果が特別の当たりの場合、特定の図柄を静的表示
した後、予め定めた前記特別入賞機構の開閉回数の一部を前倒しして特別の価値発生状態
とする制御を行なうことを特徴とするパチンコ機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、遊技盤面上に始動入賞口と、各種図柄の表示が可能な表示装置と、特別入賞機
構とを具備し、前記始動入賞口へのパチンコ球の入賞により前記表示装置の表示図柄が変
化して停止したときに図柄が特定の組合わせで表示された場合を当たりとし、前記特別入
賞機構が遊技者に有利な付加価値状態を発生させるパチンコ機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、この種のパチンコ機として、例えば、図１０に示すように、表示装置の表示画面２
１に、複数の図柄を表示して、その表示される図柄の組合わせによって、当たり外れを決
めて、当たりの場合に、特別の賞、例えば、パチンコ球が入賞しやすい状態とする機構を
有するものがある。図１０に示す例では、表示装置２０の表示画面２１に表示される複数
の表示部に同一の数字が直線上に並んだ場合、すなわち、図１０においては９つに区画さ
れた表示部のうち、横方向の３行、および、斜め方向の２列の内から、いずれか一列に並
ぶ表示部に同一数字、例えば、「７」が表示されているような場合に「当たり」となる機
構を有するものが示されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、従来のこの種のパチンコ機では、図柄を変動して表示し、その後、順々に各表
示部での図柄の動的表示を停止させて、最後にすべて停止した状態で、当たり外れが確定
するように、図柄表示が制御される。しかし、遊技者に、当たりへの期待を誘発させるた
め、通常は、一列に配置される三つの表示部のうち二つの図柄が揃う場合には、その時点
で、「リーチ」状態として、音響、イルミネーション等で、リーチ状態となったことを知
らせる演出を行うようにしてある。そのため、遊技者は、当たりへの期待を大きくするよ
る誘導されることになる。これによって、遊技者に興味をゲームに引き付けるようにして
いた。
【０００４】
　しかし、この種のパチンコ機においては、三つの表示部のうち二つに同じ図柄が揃って
、リーチ状態の演出がなされても、実際には、当たり外れは確率の問題であって、リーチ
状態となったからといって、当たりやすくなるというものでない。そのため、遊技客は、
演出になれてしまい、リーチの演出があっても、当たりへの期待感を大きくするという誘
導にのらないようになり、遊技への興趣もあまり湧いてこなくなるという問題点が生じる
。
【０００５】
　本発明は、このような従来の問題点に着目してなされたもので、通常の「当たり」の他
に別途「特別の当たり」を設け、更に「特別の当たり」の場合は、特別入賞機構を予め定
めた回数の一部を前倒しして特別の価値発生状態を生じさせることにより、遊技者の「当
たり」に対する特別の期待感が大きく膨らむと同時に、遊技者の保有するパチンコ球が減
少している時に安心感を与えると共に、当たった実感を先取りして遊技を楽しむことがで
きるパチンコ機を提供することを目的としている。
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明の第１態様によれば、
　パチンコ遊技を実行するための遊技実行機構と、
　前記遊技実行機構からの指示を受けると、抽選の実行、抽選結果の表示、および、当た
り時の特別価値発生状態実現の各処理を行なう抽選遊技システムとを備えるパチンコ機に
おいて、
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　前記遊技実行機構は、
　パチンコ遊技において、特定の条件が満たされると、前記抽選遊技システムに対して抽
選始動指示を出力する抽選始動指示手段と、
　前記特別の価値発生状態を生じさせるため、前記抽選結果が当りであった場合は所定時
間内に一定回数だけ開閉を繰り返す特別入賞機構とを有し、
　前記抽選遊技システムは、
　前記始動指示を受けて抽選を実行し、通常の当たり、特別の当たり、および、外れのう
ちいずれかに属する抽選結果を決定する抽選実行手段と、
　画像表示を行なうための表示手段と、
　前記表示手段に、それぞれの表示箇所に図柄を表示するｍ行×ｎ列の表示箇所を有し、
各表示箇所において図柄を変化させて表示する動的表示を行わせ、かつ、前記抽選結果に
応じて前記動的表示を停止させて静的表示とする制御を行う表示制御手段と、
　前記抽選結果が当たりおよび特別の当たりの場合、それぞれに対応して前記特別入賞機
構を特別の価値発生状態とする制御を行なう特別入賞制御手段とを備え、
　前記特別入賞制御手段は、前記抽選結果が特別の当たりの場合、特定の図柄を静的表示
した後、予め定めた前記特別入賞機構の開閉回数の一部を前倒しして特別の価値発生状態
とする制御を行なう構成とすることができる。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、図面に基づき本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。
【００１４】
図１および図２において、本実施の形態に係るパチンコ機１０は、パチンコ遊技を実行す
るため遊技実行機構（図１参照）と、前記遊技実行機構からの指示を受けると、抽選を実
行し、抽選結果を表示すると共に、抽選結果が当たりの場合に、前記遊技実行機構に対し
て、特別の価値発生状態を実現させる抽選遊技システム（図２参照）とを備える。
【００１５】
遊技実行機構は、図１に示すように、遊技者がハンドル１１を回転操作することにより遊
技盤面１２上に球を打ち出し、打球がいずれかの入賞口１２ｂ等に入賞することにより払
い出される賞球の獲得数を楽しむための機構を備える。また、図２に示すように、パチン
コ遊技において、特定の条件が満たされると、前記抽選遊技システムに対して抽選始動指
示を出力する手段として機能する抽選始動機構（始動入賞口１３ａおよび入賞検知スイッ
チ１３ｂ）１３と、前記特別の価値発生状態を生じさせるための特別入賞機構３０とを有
する。
【００１６】
遊技盤面１２には、前記始動入賞口１３ａと、特別入賞機構３０とが配置されている。ま
た、遊技盤面１２の適所には、パチンコ球を弾く多数の釘、各種入賞口、アウト口等が配
置されている。また、遊技盤面１２には、抽選すべき条件を満たし、抽選の実行を待って
いる待ち行列の待ちの数である保留数を表示するための保留表示器４０が配置されている
。具体的には、表示装置２０の下方に４つのランプとして設けられている。さらに、遊技
盤面１２の下側には、遊技に供するパチンコ球を入れる前皿１８や、その前皿１８から溢
れるパチンコ球を貯留する下皿１９が設けられている。
【００１７】
前記抽選遊技システムは、図２に示すように、制御装置５０と、これにより制御されて画
像を表示する表示手段として機能する表示装置２０と、保留表示器４０とを備える。制御
装置５０は、抽選始動機構１３、表示装置２０、特別入賞機構３０、保留表示器４０、イ
ルミネーション装置７１および音響装置７５と接続されている。
【００１８】
制御装置５０は、本実施の形態では、図２に示すように、遊技制御部５０ｂと、表示制御
部５０ａとで構成される。表示制御部５０ａは、ＣＰＵ５１，ＲＯＭ５２，ＲＡＭ５３等
を含むコンピュータシステムで構成される。同様に、遊技制御部５０ｂも、ＣＰＵ６１，
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ＲＯＭ６２，ＲＡＭ６３等を含むコンピュータシステムで構成される。また、表示制御部
５０ａと遊技制御部５０ｂとは、データバス等を介して互いに連結されている。なお、本
実施の形態では、２組のコンピュータシステムを用いているが、これに限られない。例え
ば、１組のコンピュータシステムによって構成することができる。一方、３組以上のコン
ピュータシステムを用いて、機能をより細分化して分担する構成としてもよい。
【００１９】
表示制御部５０ａのＣＰＵ５１は、ＲＯＭ５２に格納された表示制御プログラムに従って
、表示装置２０おける表示の制御を行なうものである。ＲＯＭ５２は、表示装置２０の表
示内容を制御する表示制御プログラム、データ等を格納するものである。表示内容は絵、
記号、数字等、どのようなものであってもよい。ＲＡＭ５３は、ＣＰＵ５１で生成される
図柄表示に関する各種のデータを一時的に記憶するものである。なお、ＲＡＭ５３の各種
データは、次述するＣＰＵ６１やＣＰＵ５１からの指令に基づき読み出され、表示装置２
０に出力されるように設定されている。
【００２０】
表示制御部５０ａは、前記ＲＯＭ５２に格納された表示制御プログラムにしたがって、前
記表示装置２０に、画像表示を行わせる。具体的には、表示装置２０の表示画面上に、複
数の図柄を配列して表示する表示領域を設定して、該表示領域に図柄を変化させて表示す
る動的表示を行わせ、かつ、前記抽選結果に応じて前記動的表示を順次停止させて静的表
示とする制御を行う表示制御手段として機能する。この表示制御手段は、抽選結果が特別
の当たりの場合、前記通常の当たりの場合とは、動的表示から静的表示に移行する過程を
変えて行うよう制御する。
【００２１】
遊技制御部５０ｂのＣＰＵ６１は、ＲＯＭ６２に格納された遊技制御プログラムに基づい
て、後述するような抽選処理、これに付随する処理等の各種処理を実行する。ＣＰＵ６１
には、入賞球を計数するための入賞球計数器３３等が接続されている。ＲＯＭ６２は、前
記抽選処理、特別入賞機構３０等の制御を行なうための遊技制御プログラムおよびデータ
と、各種役物への入賞を演出するイルミネーション装置７１および音響装置７５の演出を
行なう処理のためのプログラムおよびデータとを格納している。例えば、イルミネーショ
ン装置の装飾ランプの点灯パターン、音響装置のスピーカからの音響の発生等のためのデ
ータが格納されている。また、ＲＡＭ６３は、ＣＰＵ６１による抽選結果や、入賞検知ス
イッチ１３ｂや入賞球計数器３３からの信号を含む遊技に関する各種データを一時的に記
憶するものである。
【００２２】
遊技制御部５０ｂは、前記ＲＯＭ６２に格納されている遊技制御プログラムにより、始動
指示を受けて抽選を実行し、「通常の当たり」、「特別の当たり」、および、「外れ」の
うちいずれかに属する抽選結果を決定する抽選実行手段、前記抽選結果が「通常の当たり
」および「特別の当たり」の場合、前記特別入賞機構３０を特別の価値発生状態とする制
御を行なう特別入賞制御手段、および、抽選の保留処理を行うと共に、保留表示器４０の
表示を制御する手段として機能する。
【００２３】
前記表示装置２０は、図２に示すように、表示を行なう表示部２２と、この表示部２２に
表示を行わせる表示駆動部２１とを有する。表示部２２としては、例えば、液晶表示装置
等のパネルディスプレイ、ＣＲＴ等を用いることができる。本実施の形態では、カラー液
晶表示装置を用いるものとする。
【００２４】
表示部２２には、表示制御部５０ａによって、図柄表示領域として、図３に示すように、
枠２２00で囲まれる３行３列計９箇所の表示箇所２２11～２２33に図柄を表示できるよう
に領域が設定される。本実施の形態では、表示箇所２２11～２２33においてそれぞれ独立
して図柄の表示が行えるように設定されている。図柄としては、数字、文字、記号、シン
ボル等の各種画像が予め用意される。なお、図柄として、外部から取込んだ写真、手書き
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図形等を用いるようにすることもできる。なお、本実施の形態では、枠２２00自体も表示
部２２の表示画面中に画像表示される。
【００２５】
この種の抽選遊技の場合、表示部２２の３行３列計９箇所の表示箇所２２11～２２33のう
ち、図４に示すように、図柄が３個一列に並び得るＨ１～Ｈ８の当たりライン、すなわち
、縦３ライン、横３ライン、および、対角線２ラインの計８ラインのいずれかにおいて特
定の図柄の組合わせが実現する場合に当たりとなるように、抽選を制御することができる
。ただし、本実施の形態では、Ｈ１～Ｈ８のうち、縦に並ぶＨ４～Ｈ６については当たり
を生じさせず、横３ライン、斜め２ライン計５ラインのいずれかにおいて特定の図柄の組
合わせが実現する場合に当たりとなるように、抽選を制御する。
【００２６】
図３は、中央の横１ラインが“７、７、７”と揃った当たりの例である。当たりは、どの
図柄についても生じる。図３では、当たりラインの上下にあるラインについて、図柄を表
示していない。しかし、図１０に示すように、この部分に、当たりにならない他の図柄を
表示することもできる。本実施の形態では、９箇所の表示箇所２２11～２２33のすべてに
おいて、図柄が動的に表示され、最終的に当たりが表示される際に、当該当たりラインの
図柄のみ表示するようにしている。もちろん、本発明はこれに限定されない。例えば、表
示箇所２２11～２２33のすべてにおいて、図柄を表示させたままでもよい（図１０参照）
。また、当たりラインのみを拡大して表示するようにしてもよい。
【００２７】
本実施の形態における特別の当たりの場合には、まず、図７に示すように、列方向の表示
、例えば、中央列であるラインＨ５に特定図柄パターン（図７では、“７、７、７”）の
表示がなされた後、図８に示すように、前記Ｈ５ラインと共通の表示箇所２２22を有する
中央行であるラインＨ２に、前記特定の図柄パターンに含まれる図柄である“７”を含む
当たりパターン“７、７、７”の表示が行われる。
【００２８】
ここで、特定図柄パターンとしては、“７、７、７”のように同じ文字、数字、記号が並
んだパターン、“１、２、３”のように順序数が順に並んだパターン、これらの図柄に特
別の図柄、例えば、「ハート」等の不可図柄を有する図柄パターン等の図柄パターンが用
いられる。これらの図柄は、表示制御部５０ａのＲＯＭ５２に格納される。なお、本実施
の形態では、特定の図柄パターンは、例えば、当たりとして最終的に静的表示される図柄
パターンの一種に含まれる図柄パターンとして予め定められている。このため、どの図柄
の組み合わせのパターンを有する図柄パターンを用いるかを指定する特定図柄パターン指
定情報がＲＯＭ５２に記憶されている。すなわち、この特定図柄パターン指定情報は、当
たりの図柄パターンに対応しているため、当たり図柄パターンの決定に伴って決定される
。もちろん、使用する特定図柄パターンに合わせて、それを含む当たり図柄パターンを決
定するようにしてもよい。
【００２９】
また、図柄パターンとしては、上述した当たりの図柄パターン及び特定の図柄パターンの
みならず、外れの図柄パターンについても、予め定めておくことができる。また、外れで
ありながら、リーチとなるパターンを特定しておく。
【００３０】
特別入賞機構３０は、制御装置５０による抽選結果が、「特別の当たり」および「通常の
当たり」のいずれかであった場合、所定時間内に一定回数だけ開閉を繰り返すものである
。特別入賞機構３０は、開閉可能なアタッカ３１とその駆動手段たるソレノイド３２（図
２参照）とを備える。特別入賞機構３０は、制御装置５０からの抽選結果に従った特別価
値発生信号に基づき、例えば、アタッカ３１が所定時間（例えば２９秒）にわたって開い
た後、短時間（例えば２～３秒）だけ閉じるような特別価値の発生動作を所定ラウンド回
数（例えば１６回）まで続けるいわゆるフィーバー状態となるように設定されている。
【００３１】
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なお、本実施の形態では、後述するように、ＣＰＵ６１からの指示によって、前倒し処理
と、前倒し処理を差し引いた処理とに分けて実行することができる。このため、ＣＰＵ６
１は、特別入賞機構３０に通常の当たりにおける通常入賞モードと、特別の当たりにおけ
る特別入賞モードとの二つのモードを実現する機能を有する。すなわち、通常の入賞処理
の場合、通常入賞モードが選択されて、上述したラウンド回数分の特別価値発生動作を指
示する。このため、例えば、プリセットカウンタを設定して、特別価値発生動作数をカウ
ントするようにしてもよい。一方、前倒し処理の場合、予め定めた前倒し回数分の特別価
値発生動作を指示すると共に、残り回数を記憶し、後に、前倒し処理を差し引いた特別入
賞処理を実行する。このために、前述したプリセットカウンタを設定して、前倒しの特別
価値発生動作数をカウントし、残りの値で、さらに特別価値発生動作を行うようにしても
よい。
【００３２】
　なお、前倒し処理における特別価値発生動作の回数は、一律に定めることができる。も
ちろん、図柄パターンによって変えるようにしてもよい。また、いずれのラインに表示さ
れるかによって変えるようにしてもよい。また、上述した特別価値発生動作数の管理を、
特別入賞機構３０において行うようにしてもよい。
【００３３】
抽選始動機構１３は、遊技盤面１２上の始動入賞口１３ａと、その内部に設けられる前記
入賞検知スイッチ１３ｂとで構成される。この抽選始動機構１３は、始動入賞口１３ａに
入ったパチンコ球を前記入賞検知スイッチ１３ｂが検知することによって入賞を検知し、
該入賞スイッチによって、前記制御装置５０のＣＰＵ６１の抽選処理を起動する。
【００３４】
保留表示器４０は、先行する抽選の処理が終了する前に、抽選始動機構１３が次の抽選始
動を行う場合に、抽選を予め定めた回数分、例えば、４回分まで保留できるようにする保
留処理を実行する。
【００３５】
イルミネーション装置７１および音響装置７５は、「リーチ」状態および「当たり」状態
の場合に、飾り照明を明滅させたり、予め定めた音楽等の音響を発生して、演出すること
に用いられる。また、その外、遊技実行中にも、適宜、飾り照明を明滅させたり、音響を
発生させたりすることに用いることができる。いずれも遊技制御部５０ｂにより制御され
る。なお、「リーチ」状態と「当たり」状態とで、照明および音響の演出を変えてもよい
。
【００３６】
次に、本実施の形態における遊技機の動作について説明する。本実施の形態の遊技機では
、遊技実行機構と、抽選遊技システムとにより遊技が実行される。
【００３７】
図１において、遊技盤面１２上に打ち出されたパチンコ球が各入賞口に入賞すると、入賞
球１球毎に所定数の賞球が払い出される。また、パチンコ球が始動入賞口１３ａに入ると
、入賞検知スイッチ１３ｂがそれを検知し、入賞信号が制御装置５０の遊技制御部５０ｂ
のＣＰＵ６１へ送信される。また、他の入賞口と同様に、入賞状態となるので、所定数の
賞球の払出が行なわれる。これらの賞球払出の制御は、ハードウエア論理回路によって実
現することができる。もちろん、ＣＰＵ６１によって処理してもよい。
【００３８】
ここで、表示制御部５０ａにより、表示装置２０の表示部２２に、各種画像を表示させる
ようにしてもよい。例えば、アニメーション、風景、図柄、各種メッセージ等を、抽選遊
技での表示態様とは異なる態様で表示させる。この表示の場合には、図３に示すような、
枠２２00の画像を表示する必要はない。この表示は、抽選遊技が起動される段階で抽選遊
技固有の表示、例えば、図３に示すような表示箇所を示す枠２２00の画像と、その枠内で
、図柄を時間的に変更する動的表示に切り換えられる。なお、これらの画像を抽選遊技表
示の背景画像としてもよい。画像としては、ＲＯＭ５２に記憶された画像を表示する他、
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図示していない通信システムを介して外部から提供される画像情報を表示することもでき
る。ビデオ画像の表示、テレビ画像の表示等を行うことができる。
【００３９】
入賞信号を受けたＣＰＵ６１は、抽選遊技を実行する。この処理の流れを図５に示す。図
５に示す処理の流れは、ＲＯＭ６２に格納される遊技制御プログラムの一部の処理手順を
示すものである。
【００４０】
図５において、ＣＰＵ６１は、入賞検知スイッチ１３ｂからの入賞検知信号を受けると（
ステップ１１０１）、表示制御部５０ａに対して、抽選遊技固有の図柄表示を行なうよう
指示する（ステップ１１０２）。これを受けて、表示制御部５０ａは、図３に示すような
表示箇所を示す枠２２00の画像の表示と、その枠内での図柄の動的表示とを行なう。なお
、ステップ１１０１での始動入賞検知の判断は、前述した保留表示器４０に保留回数が１
以上ある場合も含めて行なう。保留されている入賞に基づいて抽選を実行する場合には、
保留回数を－１して、保留表示器４０に表示する。
【００４１】
ここで、ステップ１１０２での図柄の動的表示は、各表示箇所２２11～２２33において、
それぞれ予め定められた図画パターン群から予め定めた順に順次図柄を表示することによ
り行なう。これにより、各表示箇所２２11～２２33において、それぞれ図柄が時間と共に
変化して表示されることになり、遊技者には図柄が動くようにみえる。したがって、動的
表示を静的表示とする場合には、静的表示を行うべき図柄が表示されるタイミングとなっ
た時点で、静的表示に切り換えるようにすると、動的表示から静的表示への切り換えに不
自然さが見えなくなるという効果がある。もちろん、本発明はこれに限定されない。例え
ば、動的表示に際しては、図柄をランダムに選んで順次表示するようにすることができる
。
【００４２】
次に、ＣＰＵ６１は、抽選処理を実行する（ステップ１１０３）。抽選は、種々の態様に
よって行なうことができる。本実施の形態では、例えば、次のように行う。まず、ゼロを
起点に数字を加算して、所定の上限数に達すると再度ゼロからの数字の加算を繰り返すカ
ウンタを用意する。このカウンタとしては、例えば、ＣＰＵ６１に内蔵したものを用いる
ことができる。また、このカウンタは、上記カウント動作を抽選の起動がかかると実行す
るか、または、常時、実行している。一方、ＲＯＭ６２には、カウンタのカウント値に対
応して、「当たり」および「外れ」となる数値群が格納されている。ＣＰＵ６１は、入賞
検知スイッチ１３ｂからの始動入賞口１３ａへのパチンコ球の入賞検知の信号を受けると
、抽選処理に移行し、その時点のカウンタの数値を読み取る。そして、検出した数値を前
記ＲＯＭ６２に格納された数値群と比較して、「当たり」および「外れ」のいずれである
かを判定する（ステップ１１０４）。
【００４３】
なお、カウンタのカウント値と、「当たり」および「外れ」の各数値群との関係は、当た
りの確率を考慮して定められる。また、「外れ」の数値群を、リーチ処理を行うべきもの
か否かを区別するように分類してもよい。
【００４４】
　また、「当たり」のうち、「特別の当たり」であるかについてさらに判定する（ステッ
プ１１０５）。「特別の当たり」の判定は、本実施の形態では、前記カウンタの「当たり
」となる数値が特定の数値であるか否か、例えば、奇数であるか偶数であるかにより決定
することとしている。奇数、偶数の場合には、「特別の当たり」が「当たり」の約半数と
なる。もちろん、これに限らず、「特別の当たり」の「当たり」における割合を所望の割
合となるように、数値を決めることができる。また、第２の抽選機構を設けて、別途抽選
してもよい。
【００４５】
抽選結果は、ＣＰＵ６１からＣＰＵ５１に通知される。この通知を受けて、ＣＰＵ５１が
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表示装置２０において図柄の表示変化を一定時間継続させた後に、停止させる抽選結果表
示動作を行わせて、抽選の結果を図柄の組合わせとして表示する。この際の表示態様が「
特別の当たり」、「通常の当たり」および「外れ」のいずれであるかによって異なる。こ
こで、動的表示は、表示制御部５０ａにおいて予め定められた表示態様によって行うよう
にすることができる。また、停止時の表示図柄は、表示制御部５０ａ側で当たりとなる図
柄の配列パターンの中から適宜選択して表示する。したがって、図４に示す当たりライン
のうち、どのラインで当たりとなるかは、図柄の配列パターンの選択によって定まること
になる。もちろん、これに限定されない。例えば、図柄パターンを当たり時に決定して、
表示制御部５０ａに表示すべき図柄を指示するようにしてもよい。また、どのラインを当
たりラインにするかを決定して、図柄パターンを決めるようにすることもできる。
【００４６】
通常の「当たり」の場合、当該システムの標準的な停止順序にしたがって、動的表示を停
止させて、図柄を静的表示させる。ＣＰＵ５１は、図６に示すように、まず、左列の表示
箇所２２11、２２21、２２31について図柄の動的表示を停止させて、当たりパターンとな
り得る図柄の表示パターンの一部を静的表示する（ステップ１１０８）。次に、中央列の
表示箇所２２12、２２22、２２32について図柄の動的表示を停止させて、当たりパターン
となり得る図柄の表示パターンの一部を表示する（ステップ１１０９）。なお、図６にお
いて、左列のみに図柄を表示が示されているが、他の列において、図柄の動的表示が行わ
れている。ただし、特定の図柄を表示すると、静的表示と紛らわしいため、動的表示であ
ることを明らかにするため、図示の便宜上、空白としてある。
【００４７】
この状態で、当たりパターンとなる図柄が並ぶべきラインにおいて、二つの図柄が揃うこ
とになるので、リーチ処理を行なう（ステップ１１１０）。すなわち、イルミネーション
装置７１および音響装置７５に対して、予め定めた照明および音響発生を指示する。この
リーチを演出するリーチ表示は、本実施の形態では、当たりの場合、当たりに関する処理
が終了するまで継続するものとする。なお、この処理は、本実施の形態では、ＣＰＵ５１
からのリーチタイミングの指示に応じて、遊技制御部５０ｂにより行う。
【００４８】
次に、ＣＰＵ５１は、右列の表示箇所２２13、２２23、２２33について図柄の動的表示を
停止させて、当たりパターンとなり得る図柄の表示パターンの一部を表示する（ステップ
１１１１）。これにより、９箇所の全ての図柄が静的表示されることになる。したがって
、例えば、図３のように、中央行に“７、７、７”が並ぶことになる。ここで、このライ
ンのみを表示して、他の図柄を消去してもよい。その際、当たりラインのみを拡大して表
示するようにしてもよい。
【００４９】
なお、左列、中央列および右列のそれぞれにおいて、３個の表示箇所における動的表示は
、同時に停止させてもよいし、また、例えば、上から順に停止させるようにしてもよい。
さらに、当たりとなるラインから停止させるようにしてもよい。
【００５０】
抽選結果が「当たり」に相当する場合、ＣＰＵ５１が当たり表示の処理が終わったこと通
知すると、ＣＰＵ６１は、遊技者に所定の「当たり」に相当する有利な付加価値状態が発
生するように特別入賞機構３０を動作させる。すなわち、図２に示す、特別入賞機構３０
のソレノイド３２の図示しない駆動装置に開放を指示して、アタッカ３１を開いて、パチ
ンコ球の入賞が容易な状態にする。この部分にパチンコ球の入賞があったときには、入賞
球計数器３３によって計数され、その計数値に対して、予め定めた球数を乗じた数のパチ
ンコ球を賞球として払い出させる。
【００５１】
この後、リーチ処理を解除すると共に、抽選遊技表示を解除する処理を行う（ステップ１
１１６）。すなわち、ＣＰＵ６１は、ＣＰＵ５１に対して、抽選遊技表示を解除するよう
指示し、ＣＰＵ５１は、これを受けて、抽選遊技表示を終了させる。
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【００５２】
　一方、「特別の当たり」の場合、本実施の形態では、ＣＰＵ５１は、特定の図柄パター
ンを含む当たりパターンを、特定図柄パターン指定情報を参照してＲＯＭ５２から読み出
し、まず、例えば、図７に示すように、中央列の表示箇所２２12、２２22、２２32につい
て動的表示を停止させて、特定の図柄パターンを構成する図柄（例えば、“７、７、７”
）をそれぞれの表示箇所２２12、２２22、２２32に静的表示する（ステップ１１０６）。
【００５３】
次に、特別入賞前倒し処理を遊技制御部５０ｂのＣＰＵ６１に対して指示する（ステップ
１１１５ａ）。これに基づいて、ＣＰＵ６１は、特別入賞機構３０を予め定めたラウンド
回数、例えば、１回作動させる。ここで、ＣＰＵ６１は、それに設定されるプリセットカ
ウンタから作動回数分、カウント値を差し引く。これにより、ＣＰＵ６１は、前倒し処理
回数を特別入賞時のアタッカの開閉回数から差し引いた残り回数を一時的記憶しておく。
【００５４】
次に、左列の表示箇所２２11、２２21、２２31について図柄の動的表示を停止させて、当
たりパターンとなり得る図柄の表示パターンの一部（例えば、“０、７、９”）を静的表
示する（ステップ１１０７）。ここで、上述した通常の「当たり」の場合と同様に、ＣＰ
Ｕ６１にリーチ処理を行わせた後（ステップ１１１０）、ＣＰＵ５１は、右列の動的表示
を停止させ、当たりパターンとなり得る図柄の表示パターンの残りの一部（例えば、“４
、７、１”）を静的表示し（ステップ１１１１）する。
【００５５】
この後、ＣＰＵ６１は、当たり表示処理（ステップ１１１１）がなされた段階で、前倒し
処理を行ったか否か判定して（ステップ１１１５ｂ）、行っている場合には、前倒し処理
を差し引いた特別入賞処理、すなわち、前記記憶している残り回数分のアタッカ３１の開
閉を行うよう特別入賞機構３０に指示する（ステップ１１１５ｃ）。一方、前倒し処理を
行っていない場合には、これまで述べた場合と同様に、アタッカ３１に規定の回数の開閉
を行わせるよう特別入賞処理機構３０を制御する（ステップ１１１５）。その後、リーチ
処理を解除すると共に、抽選遊技表示を解除する処理を行う（ステップ１１１６）。
【００５６】
他方、外れの場合、ＣＰＵ６１は、リーチ表示を行なうかを判定する（ステップ１１１２
）。ここで、リーチパターンとするか否かは、例えば、前記抽選によって決定される数値
が、「外れ」の数値群において、リーチ処理すべきものと予め定められたものであるか否
かによって決定される。リーチパターンの場合には、リーチ処理を行う（ステップ１１１
３）。すなわち、ＣＰＵ５１により、リーチの図柄パターンの表示を行うと共に、ＣＰＵ
６１により、イルミネーション装置７１および音響装置７５を作動させてリーチ演出を行
う。
【００５７】
その後、ＣＰＵ５１は、「外れ」の表示を行なう（ステップ１１１４）。「外れ」の際の
表示は、リーチとなるパターンと、リーチとならないパターンとが選択される。具体的に
どのような図柄によってそれぞれのパターンを構成するかは、予め定めておき、パターン
を適宜選択する。この図柄パターンの用意と、選択とは、表示制御部５０ａによって行な
うことができる。したがって、ＣＰＵ６１は、抽選結果が、リーチパターンとなる「外れ
」か、そうでない「外れ」かを表示制御部５０ａに指示する。もちろん、遊技制御部５０
ｂにおいて、すべてを定めるようにしてもよい。
【００５８】
なお、本実施の形態では、特別の当たりの場合、中央列を最初に停止させているが、本発
明はこれに限定されない。例えば、右列から、中央列、左列の順に停止させるようにして
もよい。また、本実施の形態では、リーチ処理を遊技制御部５０ｂで行っているが、リー
チ処理のすべてを表示制御部５０ａで行うようにしてもよい。
【００５９】
このように、本実施の形態では、「リーチ」、「当たり」、「外れ」の他に、動的表示の
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最初の停止によって特別の図柄が表示されたときは、遊技客は、必ず当たりになることが
わかる。したがって、遊技者に対して、これまでに比べて、「当たり」への期待感をより
強く持つように誘導することができる。特に、「特別の当たり」の場合、リーチ表示が行
われた場合に、外れになることがない、すなわち、必ず「当たり」となることが確信でき
るため、「当たり」への期待感がより大きなものになるといえる。
さらに、前倒し処理することにより、当たった実感が先取りできるため、遊技客に、最終
的な特別入賞への期待をより大きくさせることができる。
【００６０】
【発明の効果】
　本発明のパチンコ機によれば、通常の「当たり」の他に別途「特別の当たり」を設け、
更に「特別の当たり」の場合は、特別入賞機構を予め定めた回数の一部を前倒しして特別
の価値発生状態を生じさせることにより、遊技者の「当たり」に対する特別の期待感が大
きく膨らむと同時に、遊技者の保有するパチンコ球が減少している時に安心感を与えると
共に、当たった実感を先取りして遊技中に緊張感と安堵感を与えながら遊技を続けること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の形態にかかるパチンコ機を示す正面図である。
【図２】　本発明の実施形態にかかるパチンコ機の抽選遊技機能を実現するためのハード
ウエアシステム構成示すブロック図である。
【図３】　本発明の実施の形態にかかるパチンコ機における「当たり」における図柄パタ
ーンの表示例を示す説明図である。
【図４】　本発明の実施の形態にかかるパチンコ機における「当たり」となるラインの配
置例を示す説明図である。
【図５】　本発明の実施の形態にかかるパチンコ機における抽選遊技の処理手順を示すフ
ローチャートである。
【図６】　通常の「当たり」の場合における、動的表示の最初に停止させる列を示す説明
図である。
【図７】　「特別の当たり」の場合における、動的表示の最初の停止が特定図柄パターン
である例を示す説明図である。
【図８】　本発明における「特別の当たり」の場合の図柄パターンの表示例を示す説明図
である。
【図９】　本発明における特定図柄の一例を示す説明図である。
【図１０】　パチンコ機において抽選遊技の結果が当たりの場合における図柄の表示例を
示す説明図である。
【符号の説明】
１０…パチンコ機
１２…遊技盤面
１３…抽選始動機構
１３ａ…始動入賞口
２０…表示装置
２１…表示部
２２…表示駆動部
３０…特別入賞機構
５０…制御装置
５０ａ…表示制御部
５０ｂ…遊技制御部
５１、６１…ＣＰＵ
５２、６２…ＲＯＭ
５３、６３…ＲＡＭ
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